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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

９
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

２５

た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
第
４
回
全
道
８
人

制
サ
ッ
カ
ー
大
会
函
館
地
区
大

会
に
お
い
て
決
勝
リ
ー
グ
で
鹿

部
中
学
校
が
３
位
と
な
り
、
全

道
大
会
へ
の
出
場
が
決
定
し
た

こ
と
に
伴
い
、
開
催
地
の
網
走

市
へ
の
引
率
者
も
含
め
た
経
費

　

万
円
を
追
加
措
置
し
た
も
の

５８で
す
。
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月　

日
付
け
で
専
決
処
分

１１

２７

し
た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
ボ
イ
ル
ホ
タ
テ
貝

殻
リ
サ
イ
ク
ル
処
理
に
係
る
鹿

部
町
水
産
加
工
業
協
同
組
合
に

対
す
る
補
助
金
と
し
て
４
百
万

円
を
追
加
措
置
し
た
も
の
で
す
。
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鹿
部
バ
イ
パ
ス
道
路
整
備
事

業
に
架
か
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
プ
ー
ル
に
併
設
し
、
新

た
に
建
設
し
た
、「
い
こ
い
の

�
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�������	
��


湯
」
の
施
設
管
理
運
営
を
円
滑

に
行
う
た
め
本
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。

　

尚
、
従
来
の
鹿
部
町
老
人
い

こ
い
の
家
条
例
は
、
附
則
に
て

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
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鹿
部
町
税
条
例
は
、
地
方
税

法
に
基
づ
き
、
昭
和　

年
に
制

２５

定
さ
れ
、
こ
の
間
、
法
律
の
改

正
に
伴
い
、
税
条
例
も
そ
の
都

度
一
部
改
正
が
な
さ
れ
て
き
て

お
り
ま
す
が
、
条
文
に
お
い
て
、

国
が
示
し
て
い
る
準
則
に
沿
っ

て
い
な
い
部
分
も
あ
り
、
大
幅

な
改
正
を
要
す
る
こ
と
が
判
明

し
た
こ
と
か
ら
、
本
条
例
の
一

部
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

な
お
、
鹿
部
町
税
条
例
の
一
部

改
正
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

中
身
は
全
部
改
正
の
内
容
で
あ

り
ま
す
。

　

理
由
は
、
附
則
の
規
定
に
つ

い
て
は
全
部
改
正
す
る
こ
と
に

よ
り
、
過
去
の
経
過
が
消
え
て

し
ま
う
こ
と
か
ら
、
全
部
改
正

で
は
な
く
一
部
改
正
と
い
う
表

現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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国
が
示
し
て
い
る
市
町
村
税

条
例
準
則
に
お
い
て
は
、
市
町

村
の
国
民
健
康
保
険
税
に
お
い

て
も
独
立
し
た
条
例
と
な
っ
て

お
り
、
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

う
改
正
案
も
別
様
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
税
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
税
条
例

か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
条
文

を
削
除
し
、
新
た
に
独
立
し
た

鹿
部
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

を
制
定
し
た
も
の
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
千
７

百　

万
５
千
円
を
追
加
し
、
予

８３
算
総
額
、　

億
３
千
７
百　

万

２７

５１

９
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
北
海
道
知
事
・
北

海
道
議
会
議
員
選
挙
に
係
る
執

行
経
費
２
百　

万
７
千
円
の
追

５６

加
、
資
源
ゴ
ミ
処
理
委
託
料
と

し
て
４
百　

万
９
千
円
の
追
加
、

８１

町
道
水
源
地
道
路
線
の
旧
エ
ス

バ
イ
エ
ル
、
現
、
竹
林
木
材
用

地
購
入
費
、
１
千
８
百
万
円
の

追
加
、
町
道
宮
浜
道
路
線
改
良

工
事
請
負
費
で
３
百　

万
円
の

５０

追
加
、
駒
ヶ
岳
演
習
場
障
害
防

止
対
策
事
業
工
事
請
負
費
１
千

２
百　

万
５
千
円
の
追
加
が
主

１０

な
も
の
で
す
。
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内
容
は
、
保
険
給
付
費
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
見
込

み
予
定
額
に
よ
る
３
百　

万
円

４０

の
減
額
、
高
額
介
護
等
サ
ー
ビ

ス
費
３
百　

万
円
の
追
加
で
、

４０

補
正
額
が
減
額
と
追
加
額
が
差

し
引
き
ゼ
ロ
と
な
っ
た
た
め
の

補
正
額
の
無
い
補
正
で
本
年
度

の
予
算
総
額
に
変
更
は
な
く
、

２
億
２
千
３
百
５
万
１
千
円
の

ま
ま
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
��
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�



���������（７）

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
６
月
に
国
会
で
議

１８

決
さ
れ
た
「
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ

て
、
平
成　

年
４
月
か
ら　

歳

２０

７５

以
上
の
方
等
を
対
象
と
し
た
新

た
な
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

創
設
さ
れ
、
都
道
府
県
単
位
で

す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入
す
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
施
行
準
備
の
た
め
、
平
成　
１８

年
度
の
末
日
ま
で
に
広
域
連
合

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
関
係
市
町
村
議
会
の
議
決

に
よ
り
規
約
を
定
め
、
知
事
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を

求
め
た
も
の
で
す
。
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従
来
か
ら
岸
壁
、
物
揚
場
な

ど
の
漁
港
施
設
と
し
て
整
備
を

進
め
て
お
り
ま
し
た
鹿
部
漁
港

区
域
内
の
公
有
水
面
埋
立
て
工

事
完
成
箇
所
に
つ
い
て
、
公
有

水
面
埋
立
て
法
第　

条
第
１
項

２２

の
規
定
に
基
づ
き
、
北
海
道
知

事
か
ら
認
可
の
あ
っ
た
２
、
６

８
９
。　
�
を
新
た
に
生
じ
た

９８

土
地
と
し
て
確
認
す
る
た
め
、

地
方
自
治
法
第
９
条
の
５
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決

を
求
め
た
も
の
で
す
。
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新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認

に
つ
い
て
」
に
関
連
す
る
も
の

で
地
方
自
治
法
第
２
６
０
条
の

規
定
に
伴
う
一
連
の
手
続
き
で
、

公
有
水
面
の
埋
立
て
に
よ
り
、

２
、
６
８
９
。　
�
を
編
入
し

９８

た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
本

町
の
面
積
は
、
１
１
０
。　

平
５９

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
し

た
。
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平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、

１９

渡
島
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
へ

檜
山
支
庁
管
内
の
江
差
町
、
上

ノ
国
町
、
厚
沢
部
町
、
乙
部
町
、

奥
尻
町
、
今
金
町
、
せ
た
な
町

の
７
町
を
加
入
さ
せ
る
た
め
の

規
約
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
当
該
機
構
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、

１
市　

町
と
な
り
、
名
称
を
渡

１６

島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機

構
と
し
、
議
会
の
組
織
を
変
更

し
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴

っ
て
、
収
入
役
を
会
計
管
理
者

と
す
る
も
の
で
す
。
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地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い

規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
も
の

で
、
内
容
は
、
助
役
制
度
を
見

直
し
、
助
役
を
副
広
域
連
合
長

と
し
、
現
在
の
構
成
町
の
長
か

ら
選
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
４
人

に
、
今
の
１
人
を
加
え
５
人
と

す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
収
入
役
制
度
に
つ
い

て
も
、
収
入
役
を
廃
止
し
、
会

計
管
理
者
を
置
く
こ
と
と
し
、

更
に
、
補
助
職
員
の
関
係
で
吏

員
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ

る
文
言
の
削
除
で
す
。

以
上
の
変
更
に
つ
い
て
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
議
会

の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。
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「
渡
島
廃
棄
物
処
理
広
域
連

合
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議

に
つ
い
て
」
と
同
様
に
、
南
渡

島
消
防
事
務
組
合
に
お
い
て
も
、

地
方
自
治
法
第
２
９
２
条
の
規

定
に
よ
り
、
市
町
村
に
関
す
る

規
定
の
準
用
が
な
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
改
正
地
方
自
治
法
が
適

用
さ
れ
、
収
入
役
に
つ
い
て
は

廃
止
、
ま
た
、
南
渡
島
消
防
事

務
組
合
に
置
か
れ
て
い
る
助
役

に
つ
い
て
も
そ
の
設
置
根
拠
が

な
く
な
る
た
め
副
管
理
者
と
す

る
も
の
で
す
。
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公
有
水
面
を
埋
立
て
す
る
場

合
に
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
２

条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
体

は
知
事
の
免
許
を
受
け
、
そ
の

場
合
、
知
事
は
、
同
法
第
３
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
元

市
町
村
長
の
意
見
を
求
め
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

町
長
は
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
際
に
、
同
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
が
必

要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
も
の
で
、
知
事

か
ら
諮
問
あ
っ
た
係
留
施
設
及

び
輸
送
施
設
用
地
の
造
成
工
事

に
伴
う
字
本
別
２
７
５
番
２
、

２
７
３
番　

地
先
の
公
有
水
面

１８

埋
立
て
に
つ
い
て
は
、
異
議
が

な
い
旨
、
回
答
し
ま
し
た
。

　

次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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【
提
出
先
】

　

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長

　

内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣

　

財
務
大
臣
・
農
林
水
産
大
臣

　

環
境
大
臣
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【
提
出
先
】

　

内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣

　

厚
生
労
働
大
臣
・
財
務
大
臣

　

文
部
科
学
大
臣
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当
町
の
防
災
計
画
の
中
で
、

駒
ケ
岳
噴
火
時
の
避
難
場
所
と

し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
体
育
館
、
小
・

中
学
校
、
総
合
体
育
館
、
中
央

公
民
館
の
５
ヶ
所
が
指
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

噴
火
時
の
避
難
は
長
期
に
渡

る
事
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の

際
に
は
衣
食
住
に
あ
た
る
寝
具
、

食
料
、
水
な
ど
十
分
と
言
え
な

い
ま
で
も
、
ど
う
に
か
供
給
さ

れ
る
事
は
日
本
国
内
で
起
き
て

い
る
様
々
な
災
害
の
避
難
状
況

を
伝
え
る
テ
レ
ビ
報
道
な
ど
を

見
て
も
理
解
は
で
き
ま
す
。
し

か
し
ト
イ
レ
に
つ
い
て
、
特
に

障
害
を
持
っ
た
方
々
向
け
の
ト

イ
レ
の
整
備
状
況
は
、
避
難
場

所
５
ヶ
所
の
内
で
車
い
す
の

方
々
が
利
用
で
き
る
ト
イ
レ
が

整
備
さ
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ハ

ビ
リ
体
育
館
、
中
央
公
民
館
及

び
総
合
体
育
館
の
３
ヶ
所
だ
け

だ
と
思
い
ま
す
。

　

残
る
２
ヶ
所
の
避
難
場
所
の

ト
イ
レ
整
備
も
急
務
と
思
い
ま

す
が
、
町
長
の
見
解
を
お
伺
い

し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
町
内
に
数

多
く
あ
る
公
共
施
設
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
対
策
も
遅
れ
て
い
る
状

況
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

　

併
せ
て
町
長
の
考
え
方
を
お

伺
い
し
ま
す
。

　

ご
質
問
は
、
町
内
公
共
施
設

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
対
策
に
つ

い
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
が
自
立
し
て

生
活
し
、
積
極
的
に
社
会
参
加

し
て
い
く
上
で
、
ま
ち
全
体
を

障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
利
用

し
や
す
い
も
の
へ
と
変
え
て
い

く
こ
と
の
重
要
性
が
、
近
年
、

広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

当
町
で
は
、
平
成　

年
３
月

15

に
策
定
さ
れ
た
、
高
齢
者
保
健

福
祉
総
合
計
画
の
中
で
、『
本

町
の
公
共
施
設
は
、
昭
和　

年
40

か
ら
昭
和　

年
に
建
築
さ
れ
た

60

も
の
が
多
く
、
建
替
え
や
新

築
・
改
修
時
等
に
手
摺
や
ス

ロ
ー
プ
な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
に
努
め
る
。』と
書
か
れ
て
お

り
ま
す
。
又
、
平
成　

年
３
月

18

に
策
定
さ
れ
ま
し
た
、
新
た
な

福
祉
総
合
計
画
で
も
、「
安
全

な
暮
ら
し
の
確
保
」
と
の
観
点

か
ら
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推

進
す
る
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
計
画
を
基
に
、
公

民
館
の
リ
ニ
ュ
ア
ル
・
本
別
中

央
会
館
、
鹿
部
会
館
、
大
岩
地

域
会
館
な
ど
改
築
・
新
築
に
は

ス
ロ
ー
プ
・
手
摺
な
ど
バ
リ
ア

フ
リ
ー
に
配
慮
し
て
参
り
ま
し

た
、
更
に
は
、
バ
イ
パ
ス
工
事

に
伴
い
、
憩
い
の
湯
は
勿
論
の

こ
と
、
こ
の
度
行
い
ま
し
た
、

鹿
部
公
園
内
の
ト
イ
レ
改
修
に

つ
い
て
も
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

と
水
洗
化
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
こ
か
ら
、
決
し
て
遅
れ
て
い

る
状
況
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
ご
指
摘
の
避
難
所
と
な

る
小
中
学
校
、
特
に
小
学
校
に

つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
、
長
期

避
難
の
拠
点
と
な
る
施
設
と
し

て
、
現
在
防
災
計
画
の
見
直
し

を
進
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ

の
中
で
出
来
る
も
の
で
あ
れ
ば

早
急
に
検
討
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

避
難
所
と
し
て
も
大
切
で
す

け
ど
も
小
学
校
、
中
学
校
と
い

う
の
は
沢
山
の
児
童
、
生
徒
が

通
学
し
て
い
る
所
で
す
。

　

今
の
建
物
に
は
、
車
椅
子
の

ト
イ
レ
、
ス
ロ
ー
プ
さ
え
着
い

て
い
な
い
。

　

子
供
が
け
が
や
病
気
等
で
歩

け
な
く
な
っ
た
時
に
、
す
ぐ
対

処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
役
場
の
１
階
や
２
階

の
ト
イ
レ
は
公
共
施
設
と
し
て

一
番
、
町
民
や
町
外
の
方
が
利

用
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

今
の
ま
ま
で
良
い
と
思
わ
れ
ま

す
か
。

　

小
学
校
に
つ
き
ま
し
て
は
、

防
災
計
画
の
見
直
し
を
進
め
て

い
る
所
で
あ
り
ま
し
て
、
避
難

所
の
重
点
施
設
と
し
て
位
置
づ

け
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
が
必
要
と
な
っ
て

来
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
早
急

に
整
備
し
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

中
学
校
に
つ
い
て
も
、
年
次
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計
画
で
考
え
て
参
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
役
場
庁
舎
に
つ
い
て

は
、
検
討
し
て
参
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
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�
�
�
�
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�
�

　

平
成　

年
４
月
か
ら
介
護
保

18

険
制
度
改
正
に
伴
い
、
誰
も
が

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続

け
ら
れ
、
高
齢
者
の
自
立
を
助

け
る
地
域
密
着
型
の
介
護
、
福

祉
基
盤
の
整
備
を
自
治
体
の
自

主
性
や
裁
量
を
生
か
し
て
推
進

し
て
い
く
た
め
の
補
助
制
度
が

あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

拠
点
の
一
つ
と
し
て
「
認
知
症

高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」
の

整
備
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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当
町
に
お
い
て
は
こ
の
施
設

が
未
だ
、
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
対
象
と
な
る
方
々
は
他
の

市
町
の
施
設
利
用
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。

　

入
所
を
希
望
し
て
い
る
人
は
、

ま
だ
相
当
数
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
希
望
さ
れ
て

い
る
多
く
の
方
が
国
民
年
金
受

給
者
で
高
額
な
施
設
利
用
料
金

の
支
払
い
が
困
難
な
為
に
諦
め

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

今
後
こ
の
施
設
へ
の
入
所
希

望
者
が
更
に
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

当
町
で
も
、
こ
の
施
設
整
備

が
緊
急
課
題
と
考
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
低
所
得
者
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
低
料
金
で
利

用
可
能
な
施
設
整
備
の
補
助
制

度
を
活
用
し
て
い
く
お
考
え
が

あ
る
か
ど
う
か
、
町
長
の
ご
見

解
を
お
伺
い
し
ま
す
。

　

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
の
設
置
に
つ
い
て
、
で
ご

ざ
い
ま
す
が
ご
質
問
の
内
容
は

今
後
、
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
を
低
所
得
者
が
低
料

金
で
利
用
で
き
る
、
補
助
制
度

を
活
用
す
る
考
え
が
、
あ
る
か

と
の
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
ず
、
施
設
の
必
要
性
は
充

分
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
し

か
し
、
議
員
も
御
承
知
の
と
お

り
公
営
で
の
施
設
整
備
は
困
難

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
理
想
と
す
る
民
間

の
進
出
を
期
待
す
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
民
間
参
入
は
現
在
の

鹿
部
町
の
福
祉
、
医
療
に
関
わ

る
需
要
と
供
給
の
実
態
を
考
慮

し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
新
規
参
入
が

な
い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
経
営

に
係
る
採
算
性
が
取
れ
な
い
と

の
判
断
が
、
現
状
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
前
段
で
申
し
上
げ

ま
し
た
と
お
り
必
要
性
は
理
解

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
は
、

民
間
の
動
き
も
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
町
内
に
あ
る
医
療
機
関

並
び
に
社
会
福
祉
法
人
に
配
慮

し
な
が
ら
、
検
討
し
て
参
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
ご

了
解
を
戴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 �

�
�
�
�

　

町
有
林
の
災
害
復
旧
状
況
と

現
況
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年　

月
１
日

１８

１１

�
�
�
�
�

　

担
当
課
か
ら
説
明
を
受
け
、

現
地
視
察
後
、
提
出
の
あ
っ
た

資
料
に
基
づ
き
、
質
疑
を
行
っ

た
。

�
�
�
�
�

　

町
有
林
全
体
の
面
積
４
０
８

�
（
旧
南
茅
部
町
黒
羽
尻
１
０

０�
を
除
く
）
の
内
、
平
成　
１６

年
９
月
の
台
風　

号
に
よ
っ
て
、

１８

　

。　
�
に
上
る
森
林
に
風
倒

６９

１６

被
害
が
発
生
し
た
。

　

町
で
は
、
こ
れ
ら
の
復
旧
の

た
め
、
激
甚
災
害
法
に
基
づ
く

森
林
災
害
復
旧
事
業
の
指
定
を

受
け
、
平
成　

年
度
か
ら
５
カ

１６

年
計
画
で
復
旧
を
進
め
て
い
る
。

　

被
害
地
の
復
旧
に
は
、
風
倒

に
よ
る
被
害
木
整
理
が
急
務
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
激
甚
森
林
災

害
復
旧
事
業
（
激
甚
災
）
の
指

定
を
受
け
た　

。　
�
、
指
定

５４

４２

森
林
災
害
復
旧
事
業（
指
定
災
）

の
指
定
を
受
け
た
６
。　
�
に

８６

つ
い
て
は
、
平
成　

年
度
中
に

１７

被
害
木
整
理
を
終
了
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
年
の
雪
解
け
後
、

新
た
な
被
害
箇
所（
宮
浜
学
林
）

７
。　
�
が
確
認
さ
れ
た
こ
と

８８

か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、　
１８

年
度
で
被
害
木
整
理
を
終
了
し

て
い
る
。

　

被
害
地
復
旧
の
た
め
の
跡
地

造
林
は
、
今
年
度
か
ら
着
手
さ

れ
て
お
り
、
平
成　

年
度
は
春

１８

期
事
業
で
、
激
甚
災
害
指
定
箇

所
の　

。　
�
に
ト
ド
マ
ツ
、

１０

６１

ミ
ヅ
ナ
ラ
を
植
栽
、
秋
期
事
業

で
同
じ
く
激
甚
災
害
指
定
箇
所
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４
。　
�
に
ト
ド
マ
ツ
を
植
栽

３６

し
、
今
年
度
の
跡
地
造
林
事
業

を
終
了
し
て
い
る
。

　

残
る
激
甚
災
害
指
定
箇
所
の

跡
地
造
林
に
つ
い
て
は
、
平
成

　

年
度
に　

。　
�
、
を
植
栽

１９

４６

３１

し
、
事
業
完
了
予
定
で
あ
る
。

　

平
成　

年
以
降
に
つ
い
て
は
、

２０

新
た
に
被
害
が
確
認
さ
れ
た
７
。

　
�
の
跡
地
造
林
を
実
施
す
る

８８計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　

激
甚
災
害
法
に
基
づ
く
森
林

災
害
復
旧
事
業
の
指
定
箇
所
に

つ
い
て
の
造
林
樹
種
は
基
本
的

に
は
前
生
樹
を
植
栽
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ト
ド
マ

ツ
を
主
に
造
林
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
が
、
河
川
周
辺
等
に

つ
い
て
は
出
来
る
限
り
ミ
ズ
ナ

ラ
等
の
広
葉
樹
を
造
林
す
る
予

定
で
あ
る
。

　

な
お
、
緑
資
源
機
構
と
分
収

契
約
を
し
て
い
る
、
公
団
造
林

に
つ
い
て
は
、
被
害
発
生
年
の

　

年
度
と　

年
度
に
於
い
て
、

１６

１７

　

。　
�
の
被
害
木
整
理
と
跡

１４

９０

地
造
林
を
実
施
し
完
了
済
み
で

あ
る
。

　

当
町
は
基
盤
産
業
が
水
産
業

で
あ
り
、
森
林
の
持
つ
水
源
涵

養
、
国
土
保
全
機
能
は
漁
業
振

興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
地
の
早

期
復
旧
を
望
む
も
の
で
あ
り
、

特
に
、
海
洋
へ
の
培
養
効
果
が
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あ
る
と
さ
れ
る
広
葉
樹
の
造
林

を
推
進
し
海
洋
環
境
の
保
全
と

向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　

ま
た
、
一
部
の
町
有
林
に
お

い
て
除
間
伐
等
の
整
備
を
必
要

と
す
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
下
刈
り
、

除
間
伐
、
枝
打
ち
等
、
適
正
な

森
林
の
維
持
管
理
を
望
む
も
の

で
あ
る
。

�
�
�
�
�

　

「
森
町
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ

ザ
」
の
視
察
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年　

月
２
日

１８

１１

�
�
�
�
�

　

現
地
に
て
、
施
設
職
員
に
よ

る
説
明
を
受
け
そ
の
後
、
施
設

見
学
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

こ
の
施
設
は
、
ご
み
の
減
量

化
及
び
資
源
化
を
図
り
環
境
へ

の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
リ

サ
イ
ク
ル
施
設
で
平
成　

年
４

１８

月
か
ら
本
格
稼
動
し
て
い
る
。

　

施
設
の
事
業
費
は
建
設
工
事

費
７
億
９
千
４
百　

万
２
千
円
、

４４

施
工
監
理
等
委
託
費
１
千
３
百

　

万
５
千
円
で
総
体
事
業
費
で

１２は
８
億
７
百　

万
７
千
円
と
な

５６

っ
て
い
る
。

　

施
設
で
は
、
一
般
家
庭
か
ら

排
出
さ
れ
る
缶
類
、
ビ
ン
類
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
そ
の
他
容
器

（
プ
ラ
製
・
紙
製
容
器
）、
発
砲

ス
チ
ロ
ー
ル
・
白
色
ト
レ
イ
、

古
紙
類
（
紙
パ
ッ
ク
、
ダ
ン

ボ
ー
ル
、
雑
誌
、
新
聞
紙
）
が

リ
サ
イ
ク
ル
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　

缶
類
は
磁
気
選
機
に
よ
っ
て

ア
ル
ミ
・
ス
チ
ー
ル
に
分
け
ら

れ
圧
縮
成
型
機
に
よ
っ
て
成
型

さ
れ
、
ビ
ン
類
は
コ
ン
ベ
ア
手

選
別
に
よ
り
色
分
け
さ
れ
る
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
及
び
そ
の
他

容
器
は
分
別
後
、
圧
縮
包
装
機

に
よ
り
梱
包
さ
れ
、
発
砲
ス
チ

ロ
ー
ル
・
白
色
ト
レ
イ
は
減
容

固
化
機
に
よ
り
成
型
さ
れ
る
。

ま
た
、
古
紙
類
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
分
別
さ
れ
貯
留
ヤ
ー
ド

に
収
め
ら
れ
、
リ
サ
イ
ク
ル
処

理
さ
れ
た
成
型
品
は
業
者
に
よ

り
回
収
さ
れ
再
利
用
化
さ
れ
る
。

　

当
町
は
、
こ
の
施
設
の
単
独

設
置
に
は
多
額
な
費
用
を
要
す

る
こ
と
か
ら
、
供
用
開
始
と
な

っ
た
本
年
４
月
か
ら
事
務
委
託

し
た
。

　

施
設
で
の
、
処
理
費
用
（
委

託
料
）
は
１
ト
ン
当
た
り
、
６

６
、
８
８
５
円
（
税
込
み
）
と

な
っ
て
お
り
今
年
度
の
搬
入
見

込
量
は
、
３
５
４
。　

ト
ン
、

８５

予
定
処
理
委
託
料
２
千
３
百　
７３

万
４
千
円
を
見
込
ん
で
い
る
が

９
月
末
ま
で
の
搬
入
量
実
績
で

２
１
５
。
２
ト
ン
、
年
間
見
込

量
の　

。
６
％
が
搬
入
さ
れ
て

６０

い
る
こ
と
か
ら
、
ご
み
減
量
化

に
向
け
た
意
識
啓
発
の
向
上
と

町
民
の
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
の
促

進
を
望
む
。

　

ま
た
、
こ
の
施
設
で
の
「
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
（
紫
色
の

袋
）」の
リ
サ
イ
ク
ル
協
会
で
の

品
質
評
価
で
は
汚
れ
（
生
ご
み

混
入
）、
危
険
品
（
剃
刀
な
ど
）、

医
療
廃
棄
物
（
注
射
器
な
ど
）

が
混
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

最
も
低
い
Ｄ
ラ
ン
ク
に
評
価
さ

れ
、
改
善
が
見
な
ら
な
い
場
合

は
引
取
り
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
大
変
深
刻
な
状
況
と
な

っ
て
い
る
。

　

ご
み
の
減
量
化
が
町
財
政
の

負
担
軽
減
と
な
る
こ
と
か
ら
、

防
災
無
線
・
町
広
報
、
更
に
は

�
�
�
�
�
�
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町
内
会
単
位
で
の
説
明
会
な
ど

に
よ
り
、
ご
み
の
分
別
に
関
す

る
マ
ナ
ー
の
向
上
と
資
源
化
に

向
け
た
効
率
的
で
経
済
的
な
ご

み
処
理
体
制
を
確
立
さ
れ
た
い
。


